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＜各種法令等による呼称と年齢区分＞

法令等の名称 呼称等 年齢区分

少年法 少年 20歳未満の者

刑法 刑事責任年齢 満14歳

児童福祉法

児童 18歳未満の者

乳児 １歳未満の者

幼児 １歳から小学校就学の始期に達するまでの者

少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者

母子及び父子並びに寡婦福祉法 児童 20歳未満の者

学校教育法

学齢児童
満６歳に達した日の翌日以後における最初
の学年の初めから、満12歳に達した日の
属する学年の終わりまでの者

学齢生徒

小学校又は特別支援学校の小学部の課程を
終了した日の翌日以降における最初の学年
の初めから、満15歳に達した日の属する
学年の終わりまでの者

民法
未成年者 18歳未満の者

婚姻適齢 男女とも18歳

労働基準法
年少者 18歳未満の者

児童
15歳に達した日以後の最初の３月31日が
終了するまでの者

子どもの読書活動の推進に関
する法律

子ども 概ね18歳以下の者

風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律

年少者 18歳未満の者

児童買春、児童ポルノに係る
行為等の処罰及び児童の保護
等に関する法律

児童 18歳未満の者

インターネット異性紹介事業
を利用して児童を誘引する行
為の規制等に関する法律

児童 18歳未満の者

青少年が安全に安心してイン
ターネットを利用できる環境
の整備等に関する法律

青少年 18歳未満の者

児童の権利に関する条約 児童 18歳未満の者

和歌山県青少年健全育成条例 青少年 18歳未満の者
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子ども･若者育成支援推進法（平成二十一年七月八日法律第七十一号）

第一章　総則（第一条－第六条）
第二章　子ども・若者育成支援施策（第七条－第十四条）
第三章　子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援（第十五条－第二十五条）
第四章　子ども・若者育成支援推進本部（第二十六条－第三十三条）
第五章　罰則（第三十四条）
附則

　　　第一章　総則
（目的）
第�一条　この法律は、子ども・若者が次代の社会を担い、その健やかな成長が我が国社会の発展の基礎をなすも
のであることにかんがみ、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ども・若者をめぐる
環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏ま
え、子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援
その他の取組（以下「子ども・若者育成支援」という。）について、その基本理念、国及び地方公共団体の責
務並びに施策の基本となる事項を定めるとともに、子ども・若者育成支援推進本部を設置すること等により、
他の関係法律による施策と相まって、総合的な子ども・若者育成支援のための施策（以下「子ども・若者育成
支援施策」という。）を推進することを目的とする。
（基本理念）
第二条　子ども・若者育成支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
　一��　一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自
己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようになることを目指すこと。

　二�　子ども・若者について、個人としての尊厳が重んぜられ、不当な差別的取扱いを受けることがないように
するとともに、その意見を十分に尊重しつつ、その最善の利益を考慮すること。

　三�　子ども・若者が成長する過程においては、様々な社会的要因が影響を及ぼすものであるとともに、とりわ
け良好な家庭的環境で生活することが重要であることを旨とすること。

　四�　子ども・若者育成支援において、家庭、学校、職域、地域その他の社会のあらゆる分野におけるすべての
構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力しながら一体的に取り組むこと。

　五�　子ども・若者の発達段階、生活環境、特性その他の状況に応じてその健やかな成長が図られるよう、良好
な社会環境（教育、医療及び雇用に係る環境を含む。以下同じ。）の整備その他必要な配慮を行うこと。

　六　教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における知見を総合して行うこと。
　七�　修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む
上での困難を有するものに対しては、その困難の内容及び程度に応じ、当該子ども・若者の意思を十分に尊
重しつつ、必要な支援を行うこと。

（国の責務）
第三�条　国は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子ども・若者育成支援施策を
策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）
第四�条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、子ども・若者育成支援に関し、国及び他の地方公共団体との連携

を図りつつ、その区域内における子ども・若者の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
（法制上の措置等）
第五�条　政府は、子ども・若者育成支援施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じ
なければならない。

（年次報告）
第六�条　政府は、毎年、国会に、我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施
策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
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　　　第二章　子ども・若者育成支援施策
（子ども・若者育成支援施策の基本）
第七�条　子ども・若者育成支援施策は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携
並びに民間の団体及び国民一般の理解と協力の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければ
ならない。

（子ども・若者育成支援推進大綱）
第八�条　子ども・若者育成支援推進本部は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱（以下「子ど
も・若者育成支援推進大綱」という。）を作成しなければならない。

　２　�子ども・若者育成支援推進大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
　　一　子ども・若者育成支援施策に関する基本的な方針
　　二　子ども・若者育成支援施策に関する次に掲げる事項
　　　イ　教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における施策に関する事項
　　　ロ　子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備に関する事項
　　　ハ　第二条第七号に規定する支援に関する事項
　　　ニ　イからハまでに掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策に関する重要事項
　　三�　子ども・若者育成支援施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機関、地方公共団体及び民間

の団体の連携及び協力に関する事項
　　四　子ども・若者育成支援に関する国民の理解の増進に関する事項
　　五　子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な調査研究に関する事項
　　六　子ども・若者育成支援に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
　　七　子ども・若者育成支援に関する国際的な協力に関する事項
　　八　前各号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な事項
　３�　子ども・若者育成支援推進本部は、第一項の規定により子ども・若者育成支援推進大綱を作成したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
（都道府県子ども・若者計画等）
第九�条　都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の区域内における子ども・若者
育成支援についての計画（以下この条において「都道府県子ども・若者計画」という。）を作成するよう努
めるものとする。

　２�　市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱（都道府県子ども・若者計画が作成されているときは、子ど
も・若者育成支援推進大綱及び都道府県子ども・若者計画）を勘案して、当該市町村の区域内における子ど
も・若者育成支援についての計画（次項において「市町村子ども・若者計画」という。）を作成するよう努
めるものとする。

　３�　都道府県又は市町村は、都道府県子ども・若者計画又は市町村子ども・若者計画を作成したときは、遅滞
なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

（国民の理解の増進等）
第十�条　国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を
得るとともに、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極
的に行うものとする。

（社会環境の整備）
第十�一条　国及び地方公共団体は、子ども・若者の健やかな成長を阻害する行為の防止その他の子ども・若者の
健やかな成長に資する良好な社会環境の整備について、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

（意見の反映）
第十�二条　国は、子ども・若者育成支援施策の策定及び実施に関して、子ども・若者を含めた国民の意見をその
施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

（子ども・若者総合相談センター）
第十�三条　地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の
提供及び助言を行う拠点（第二十条第三項において「子ども・若者総合相談センター」という。）としての
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機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。
（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第十�四条　国は、子ども・若者育成支援施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間の団体が行う子ど
も・若者の社会参加の促進その他の活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努め
るものとする。

　　　第三章　子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援
（関係機関等による支援）
第十�五条　国及び地方公共団体の機関、公益社団法人及び公益財団法人、特定非営利活動促進法（平成十年法律
第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の団体並びに学識経験者その他の者であって、
教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の子ども・若者育成支援に関連する分野の事務に従
事するもの（以下「関係機関等」という。）は、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の
子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対する次に掲げる支援（以下この
章において単に「支援」という。）を行うよう努めるものとする。

　　一�　社会生活を円滑に営むことができるようにするために、関係機関等の施設、子ども・若者の住居その他
の適切な場所において、必要な相談、助言又は指導を行うこと。

　　二　医療及び療養を受けることを助けること。
　　三　生活環境を改善すること。
　　四　修学又は就業を助けること。
　　五　前号に掲げるもののほか、社会生活を営むために必要な知識技能の習得を助けること。
　　六　前各号に掲げるもののほか、社会生活を円滑に営むことができるようにするための援助を行うこと。
　２�　関係機関等は、前項に規定する子ども・若者に対する支援に寄与するため、当該子ども・若者の家族その
他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者に対し、相談及び助言その他の援助を行うよう努
めるものとする。

（関係機関等の責務）
第十�六条　関係機関等は、必要な支援が早期かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置をとるとともに、必要な
支援を継続的に行うよう努めるものとする。

　一　前条第一項に規定する子ども・若者の状況を把握すること。
　二�　相互に連携を図るとともに、前条第一項に規定する子ども・若者又は当該子ども・若者の家族その他子ども・

若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者を必要に応じて速やかに適切な関係機関等に誘導すること。
　三　関係機関等が行う支援について、地域住民に周知すること。
（調査研究の推進）
第十�七条　国及び地方公共団体は、第十五条第一項に規定する子ども・若者が社会生活を円滑に営む上での困難
を有することとなった原因の究明、支援の方法等に関する必要な調査研究を行うよう努めるものとする。

（人材の養成等）
第十�八条　国及び地方公共団体は、支援が適切に行われるよう、必要な知見を有する人材の養成及び資質の向上
並びに第十五条第一項各号に掲げる支援を実施するための体制の整備に必要な施策を講ずるよう努めるもの
とする。

（子ども・若者支援地域協議会）
第十�九条　地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施
を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会（以下「協議
会」という。）を置くよう努めるものとする。

　２�　地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなけれ
ばならない。

（協議会の事務等）
第二�十条　協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報の交換を行うとともに、支援の内容に関する
協議を行うものとする。
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　２�　協議会を構成する関係機関等（以下「構成機関等」という。）は、前項の協議の結果に基づき、支援を行
うものとする。

　３�　協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機関等に
よる支援の実施に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関
等（構成機関等に該当しない子ども・若者総合相談センターとしての機能を担う者を含む。）に対し、支援
の対象となる子ども・若者に関する情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。

（子ども・若者支援調整機関）
第二�十一条　協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関又は団体を限り子ども・若
者支援調整機関（以下「調整機関」という。）として指定することができる。

　２�　調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、必要な支援が適切に行われるよう、協議会の定め
るところにより、構成機関等が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応じて他の構成機関等が行う支援を組
み合わせるなど構成機関等相互の連絡調整を行うものとする。

（子ども・若者指定支援機関）
第二�十二条　協議会を設置した地方公共団体の長は、当該協議会において行われる支援の全般について主導的な
役割を果たす者を定めることにより必要な支援が適切に行われることを確保するため、構成機関等（調整機
関を含む。）のうちから一の団体を限り子ども・若者指定支援機関（以下「指定支援機関」という。）とし
て指定することができる。

　２�　指定支援機関は、協議会の定めるところにより、調整機関と連携し、構成機関等が行う支援の状況を把握
しつつ、必要に応じ、第十五条第一項第一号に掲げる支援その他の支援を実施するものとする。

（指定支援機関への援助等）
第二�十三条　国及び地方公共団体は、指定支援機関が前条第二項の業務を適切に行うことができるようにするた
め、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

　２�　国は、必要な支援があまねく全国において効果的かつ円滑に行われるよう、前項に掲げるもののほか、指
定支援機関の指定を行っていない地方公共団体（協議会を設置していない地方公共団体を含む。）に対し、
情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。

　３�　協議会及び構成機関等は、指定支援機関に対し、支援の対象となる子ども・若者に関する情報の提供その
他必要な協力を行うよう努めるものとする。

（秘密保持義務）
第二�十四条　協議会の事務（調整機関及び指定支援機関としての事務を含む。以下この条において同じ。）に従
事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏
らしてはならない。

（協議会の定める事項）
第二�十五条　第十九条から前条までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が
定める。

　　　第四章　子ども・若者育成支援推進本部
（設置）
第二�十六条　内閣府に、特別の機関として、子ども・若者育成支援推進本部（以下「本部」という。）を置く。
（所掌事務等）
第二�十七条　本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
　　一　子ども・若者育成支援推進大綱を作成し、及びその実施を推進すること。
　　二　前号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援に関する重要な事項について審議すること。
　　三　前二号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務
　２�　本部は、前項第一号に掲げる事務を遂行するため、必要に応じ、地方公共団体又は協議会の意見を聴くも
のとする。

（組織）
第二�十八条　本部は、子ども・若者育成支援推進本部長、子ども・若者育成支援推進副本部長及び子ども・若者
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育成支援推進本部員をもって組織する。
（子ども・若者育成支援推進本部長）
第二�十九条　本部の長は、子ども・若者育成支援推進本部長（以下「本部長」という。）とし、内閣総理大臣を
もって充てる。

　２　本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
（子ども・若者育成支援推進副本部長）
第三�十条　本部に、子ども・若者育成支援推進副本部長（以下「副本部長」という。）を置き、内閣官房長官並
びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第九条第一項に規定する特命担当大臣であって同項の規定
により命を受けて同法第四条第一項第二十五号に掲げる事項に関する事務及びこれに関連する同条第三項に
規定する事務を掌理するものをもって充てる。

　２副本部長は、本部長の職務を助ける。
（子ども・若者育成支援推進本部員）
第三�十一条　本部に、子ども・若者育成支援推進本部員（次項において「本部員」という。）を置く。
　２　本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
　　一　国家公安委員会委員長
　　二　総務大臣
　　三　法務大臣
　　四　文部科学大臣
　　五　厚生労働大臣
　　六　経済産業大臣
　　七　前各号に掲げるもののほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
（資料提出の要求等）
第三�十二条　本部は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資
料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

　２�　本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対
しても、必要な協力を依頼することができる。

（政令への委任）
第三�十三条　第二十六条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定
める。

　　　第五章　罰則
第三十四条　第二十四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

　　　附　則　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
（検討）
第二�条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、我が国における子ども・若者をめぐる状況及
びこの法律の施行の状況を踏まえ、子ども・若者育成支援施策の在り方について検討を加え、必要があると
認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

　　　附　則
（施行期日）
第一条　この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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用語解説

【ア行】
〇アウトリーチ
　援助が必要であるにもかかわらず、自発的に申し
出をしない者に対して、公共機関等が積極的に働き
かけて支援の実現を目指すこと。訪問支援。

〇アントレプレナーシップ
　起業家精神。

〇インターンシップ
　生徒や学生が、在学中に企業等において就業体験
を行うこと。

【カ行】
〇家庭教育支援チーム
　子育てサポーターリーダーや保健師、民生委員等
の専門家、子育て経験者等の地域人材から構成され
るチームで、家庭や企業を訪問して家庭教育に関す
る情報や学習機会の提供、相談対応を行うもの。

〇キャリアカウンセリング
　自己のキャリアに関して問題を解決すべく援助を
求めている相談者が、カウンセラーのアドバイス等
を通して、自己理解を深め、自己のキャリアに関し
て最適な方向性を見定めるよう促すこと。

〇キャリア教育
　一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基
盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリ
ア発達を促す教育のこと。

〇休眠預金
　10年以上、入出金等の取引がない預金のこと。
　これを活用し、社会課題の解決のために活用され
る制度が設けられた。

〇合計特殊出生率
　15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計し
た値で、一人の女性が仮にその年次の年齢別出生率
で一生の間に生むとしたときの子供の数に相当する
もの。

〇子供・若者インデックスボード
　子供・若者の生育状況等に関する各種指標を「子
供・若者インデックス」と名づけ、それらを整理し、

可視化したデータ集。子供・若者育成支援推進大綱
（令和３年４月策定）において、子供・若者育成支援
施策の評価や、社会総掛かりでの子供・若者の育成に
資するため、作成・公開することとされた。

〇コミュニティ・スクール
　学校や保護者、地域住民で構成される「学校運営
協議会」を設置し、学校運営の基本方針の承認や教
育活動について意見を述べるなど、「地域とともに
ある学校づくり」を進める仕組みのこと。学校運営
協議会制度。

【サ行】
〇里親
　様々な事情により家族と暮らすことができない子
供を、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい
理解をもって養育する者のこと。

〇就労継続支援B型事業所
　通常の事業所に雇用されることや雇用契約に基づ
く就労が困難な者に対して、就労の機会の提供や生
産活動の機会の提供、その他の就労に必要な訓練・
支援を行う事業所のこと。

〇小１の壁
　主に共働きやひとり親世帯において、子供の小学
校入学を期に、仕事と育児の両立が難しくなるこ
と。親の退社時間まで子供を預けられる施設が見つ
からなくなったり、保護者の負担が増えたりするこ
とにより、働き方を変えなければならないような問
題が生じる。

〇情報モラル
　情報社会で適正な行動を行うための基になる考え方
と態度のこと。他者への影響を考え、人権・知的財産
等自他の権利を尊重し、情報社会での行動に責任を持
つことや、危険回避など情報を正しく安全に利用でき
ること、コンピュータ等のICT機器の使用による健康
との関わりを理解することなどが含まれる。

〇職業教育
　一定または特定の職業に従事するために必要な知
識や技能、能力、態度を育てる教育のこと。

〇新型コロナウイルス感染症
　コロナウイルス科ベータコロナウイルス属の新型
コロナウイルス（ベータコロナウイルス属のコロナ
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ウイルス（令和二年一月に中華人民共和国から世界保
健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新
たに報告されたものに限る。）による急性呼吸器症候
群のこと。

〇スクールカウンセラー
　いじめや不登校等の心の悩みに専門的立場から助
言・援助を行うために小・中・高等学校に配置され
た、臨床心理士や精神科医、大学教授等のカウンセリ
ングの専門家のこと。

〇スクールソーシャルワーカー
　教育分野や社会福祉等の専門的な知識を用いて、児
童生徒が置かれた環境に働きかけたり、医療福祉系の
関係機関等とのネットワークを活用したりして、問題
を抱える児童生徒の支援を行う専門家のこと。

〇全国学力・学習状況調査
　日本全国の小学校第６学年、中学校第３学年の児童
生徒を対象として行われる調査で、国語と算数・数学
の２教科で実施。それぞれの学年・教科に関し、基礎
的・基本的な知識・技能等と、知識・技能を活用する
力等を問う。このほか、生活習慣や学習環境等に関す
る質問紙調査もあわせて実施している。

〇総合型地域スポーツクラブ
　人々が、身近な地域でスポ－ツに親しむことのでき
る新しいタイプのスポーツクラブで、子供から高齢者
まで（多世代）、様々なスポーツを愛好する人々が
（多種目）、初心者からトップレベルまで、それぞれ
の志向・レベルに合わせて参加できる（多志向）、と
いう特徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運
営される。

〇相対的貧困率
　一定基準（貧困線）を下回る等価可処分所得しか得
ていない者の割合のこと。なお、貧困線とは、等価可
処分所得の中央値の半分の額をいう。

【タ行】
〇データサイエンス
　ビッグデータをはじめとする様々なデータを高度・
広範に分析し、そこから新たな価値を見出すための学
問のこと。

〇テレワーク
　ICTを利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟

な働き方のこと。

【ナ行】
〇ネグレクト
　子供の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食
や長時間の放置、その他保護者としての監護を著しく
怠ること。

【ハ行】
〇非行少年
　犯罪少年（18歳、19歳の特定少年を含む）、触法少
年及び虞（ぐ）犯少年を合わせたもの。犯罪少年と
は、罪を犯した14歳以上20歳未満の者のこと。触法少
年とは、14歳未満の者で刑罰法令に触れる行為をした
者のこと。虞犯少年とは、一定の不良行状があって、
かつ、その性格または環境に照らして、罪を犯しまた
は触法行為をする恐れがある18歳未満の者のこと。特
定少年とは、罪を犯した18歳・19歳の者のこと。

〇ファミリーホーム
　様々な事情により家族と暮らすことができない子供
を、里親経験者や施設職員経験者などの養育者が、自
分の家庭に最大５～６人迎え入れ養育することで、生
活習慣の確立や、豊かな人間性及び社会性を養い自立
を支援することを目的としている。

〇フィルタリング
　インターネット上のウェブサイト等を一定の基準に
基づき選別し、青少年に有害な情報を閲覧できないよ
うにするプログラムやサービスのこと。

〇福祉犯罪
　少年の心身に有害な影響を与える行為をさせる犯罪
や、少年の健全育成を阻害する犯罪のこと。

〇不良行為少年
　非行少年には該当しないが、飲酒や喫煙等の自己ま
たは他人の徳性を害する、非行同然の行為をしている
少年のこと。

〇ペアレンタルコントロール
　子供が使うパソコンやスマートフォンなどの機能を
保護者が制限する機能。子供が有害なサイトにアクセ
スしたり、使いすぎたりといったことを防ぐことがで
きる。
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【ヤ行】
〇ヤングケアラー
　本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話
などを日常的に行っている子供のこと。

〇ユネスコスクール
　ユネスコ憲章に示された、平和や相互理解の促進と
いったユネスコの理念を実現するため、ユネスコ本部
が認定し、平和や国際的な連携を実践する学校のこ
と。我が国では、国連ESDの10年の開始に当たりユネ
スコスクールをESDの推進拠点と位置付けた。

【ラ行】
〇リベンジポルノ
　離婚した元配偶者や別れた元交際相手が、相手から
拒否されたことの仕返しに、相手の裸の写真や動画
等、相手が公開するつもりのない私的な性的画像を無
断でインターネット掲示板等に公開する行為のこと。

【ワ行】
〇ワークショップ
　講師の話を参加者が一方的に聞くのではなく、参加
者自身が討論に加わったり、体験したりする、参加体
験型、双方向性のグループ学習のこと。

【英数字】
〇AYA世代
　AYA（アヤと読む）世代とは、Adolescent＆Young
Adult（思春期・若年成人）のことをいい、15歳から
30代までのこと。

〇ESD
　持続可能な開発のための教育のこと。環境・貧困・
人権・平和・開発といった様々な地球規模の課題を自
らの問題として捉え、一人ひとりが自分にできること
を考え、実践していくことを身につけ、課題解決につ
ながる価値観や行動を生み出し、持続可能な社会を創
造していくことを目指す学習や活動。国連決議におい
ては、ゴール４（教育）の中で持続可能な開発を促進
するために必要な知識及び技能の習得に寄与するもの
と位置付けられている持続可能な開発のための教育
（ESD）が、SDGsの全てのゴールの達成への鍵であ
ることも確認されている。

〇GIGAスクール構想
　１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを
一体的に整備することで、特別な支援を必要とする子

供を含め、多様な子供たちを誰一人取り残すことな
く、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に
育成できる教育ICT環境の実現をめざすこと。

〇ICT
　情報処理・情報通信関連の技術の総称。情報通信技術。

〇STEAM教育
　科学（Science）、技術（Technology）、工学（En-
gineering）、アート（Art）、数学（Mathematics）
の５つの領域を対象とした理数教育に創造性教育を加
えた教育理念で、知る（探究）とつくる（創造）のサ
イクルを生み出す、分野横断的な学び。

〇UIターン
　都市圏の居住者の地方移住の総称。Uターンとは、
地方出身者が再び出身地に移り住むこと、Iターンと
は出身地とは別の地方に移り住むこと。


